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規

則
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審
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法
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び
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
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伴
う
関
係
法
律
の
整
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関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
号

行
政
不
服
審
査
法
及
び
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

(

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正)

第
一
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中

｢６
０
日
｣

を

｢３
月
｣

に
改
め
る
。

一

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
二
号
様

式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で

二

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
五
号)

第
二
号
様
式

三

青
森
県
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物
税
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例
施
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規
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平
成
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五
年
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月
青
森
県
規
則
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六
十
四
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第

三
号
様
式

(

青
森
県
県
税
条
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中
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衆
国
軍
隊
の
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成
員
等
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有
す
る
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動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特

例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税

の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
七
年
八
月
青
森
県
規
則
第
八
十
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
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式
中｢６
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日
｣

を｢３
月
｣

に
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days｣

を｢３
m
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に
改
め
る
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県
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活
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び
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滑
な
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国
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第
三
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中｢６

０
日
｣

を｢３
月
｣

に
、｢が

あ
っ
た
日
か
ら
５
０
日
｣

を
｢を
し
た
日
(行
政
不
服
審
査
法
第
２
３
条
の
規
定
に
よ
り
不
備
を
補
正
す
べ
き
こ
と
を
命
じ

ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
､
当
該
不
備
を
補
正
し
た
日
｡
以
下
同
じ
｡
)
か
ら
５
０
日
(当
該
審

査
請
求
を
し
た
日
か
ら
５
０
日
以
内
に
同
法
第
４
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
場

合
に
あ
っ
て
は
､
７
０
日
)
｣

に
改
め
る
。

一

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則

(

平
成
七
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
三
号)

第
十
八
号
様

式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
及
び
第
四
十
号
様
式

二

青
森
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

平
成
二
十
年
三
月
青
森
県
規
則

第
二
十
六
号)

第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
の
二
ま
で

(

青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
等
の
一
部
改
正)

第
四
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中

｢６
０
日
｣

を

｢３
月
｣

に
改
め
、

｢行
政
不
服
審
査
法

(昭
和
３
７
年
法
律
第
１
６
０
号
)
に
よ
る
｣

を
削
る
。

一

青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
八
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
一
号)

第
十
二

号
様
式

二

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号)

第
八
号

様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
か
ら
第
十
七
号
様
式
ま
で
及
び
第

二
十
三
号
様
式

三

青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(
昭
和
四
十
五
年
三
月

青
森
県
規
則
第
三
十
号)

第
十
四
号
様
式
、
第
十
九
号
様
式
、
第
二
十
号
様
式
及
び
第
二
十
七

号
様
式

(

青
森
県
り
ん
ご
黒
星
病
及
び
り
ん
ご
ふ
ら
ん
病
ま
ん
延
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
五
条

青
森
県
り
ん
ご
黒
星
病
及
び
り
ん
ご
ふ
ら
ん
病
ま
ん
延
防
止
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十

七
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中

｢６
０
日
｣

を

｢３
月
｣

に
改
め
、

｢行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
３
７
年
法
律

第
１
６
０
号
)
に
よ
る
｣

を
削
り
、

｢異
議
申
立
て
｣

を

｢審
査
請
求
｣

に
、

｢決
定
｣

を

｢裁

決
｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
及
び
青
森
県
国
営
干
拓
事
業
負
担

金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
六
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中

｢行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
｣

を
削
り
、

｢異
議
申
立
て
｣

を

｢審
査
請
求
｣

に
、

｢決
定
が
｣

を

｢裁
決
が
｣

に
改
め
る
。

一

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森

県
規
則
第
百
二
号)

第
一
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式

二

青
森
県
国
営
干
拓
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第

八
号)

第
一
号
様
式

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
舎
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
号

青
森
県
公
舎
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
舎
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
一
条
中

｢

第
五
条
第
三
項｣

を

｢

第
五
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
条
中

｢

第
五
条
第
三
項｣

を

｢

第
五
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

第
五
条
第
三
項｣

を

｢

第
五
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中

｢

第
一
項｣

を

｢

前
項｣

に
改
め
、

｢

、
前
項
の
規
定
を
受
け
る
場
合
を
除
き｣

を

削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

公
舎
の
所
在
地
の
区
分)

第
九
条

条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
甲
地
、
乙
地
及
び
そ
の
他
の
地
域
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
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公
舎
の
所
在
地

地

域

甲
地

東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
地
域

愛
知
県
の
う
ち

名
古
屋
市

大
阪
府
の
う
ち
大
阪
市
、
吹
田
市

兵

庫
県
の
う
ち
西
宮
市

福
岡
県
の
う
ち
福
岡
市



( )

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二

(
第
十
条
関
係)

青 森 県 報平成28年３月25日 金曜日 号外第25号3

乙
地

青
森
市

そ
の
他
の
地
域

甲
地
及
び
乙
地
以
外
の
地
域

金

額

構
造

公
舎
の

所
在
地

年
数

五
十
五
平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

五
十
五
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
七
十
平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

七
十
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
八
十
平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

八
十
平
方

メ
ー
ト
ル
以

上
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未

満

百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上

木
造

甲
地

五
年

十
年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

七
十
一
円

百
四
十
五
円

百
九
十
五
円

二
百
五
十
二
円

二
百
九
十
一
円

三
百
円

八
十
八
円

百
七
十
七
円

二
百
四
十
円

三
百
十
七
円

三
百
五
十
八
円

三
百
九
十
円

百
一
円

百
九
十
六
円

二
百
六
十
五
円

三
百
五
十
九
円

四
百
十
五
円

四
百
六
十
九
円

百
二
十
円

二
百
四
十
七
円

三
百
三
十
三
円

四
百
四
十
二
円

五
百
十
八
円

五
百
八
十
三
円

百
五
十
一
円

二
百
九
十
五
円

四
百
円

五
百
五
十
一
円

六
百
二
十
八
円

七
百
十
二
円

乙
地

五
年

十
年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

七
十
一
円

百
四
十
三
円

百
九
十
三
円

二
百
四
十
九
円

二
百
八
十
六
円

二
百
九
十
五
円

八
十
八
円

百
七
十
三
円

二
百
三
十
四
円

三
百
十
二
円

三
百
五
十
二
円

三
百
八
十
二
円

百
一
円

百
八
十
九
円

二
百
五
十
八
円

三
百
五
十
円

四
百
六
円

四
百
五
十
九
円

百
十
九
円

二
百
三
十
五
円

三
百
十
九
円

四
百
二
十
七
円

五
百
三
円

五
百
六
十
七
円

百
五
十
円

二
百
七
十
八
円

三
百
八
十
四
円

五
百
三
十
四
円

六
百
十
円

六
百
九
十
二
円

そ
の
他

の
地
域

五
年

十
年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

百
五
円

百
七
十
四
円

二
百
十
五
円

二
百
六
十
一
円

二
百
九
十
二
円

二
百
九
十
九
円

百
二
十
九
円

二
百
十
一
円

二
百
六
十
二
円

三
百
二
十
六
円

三
百
五
十
九
円

三
百
八
十
四
円

百
四
十
二
円

二
百
四
十
円

二
百
九
十
八
円

三
百
七
十
三
円

四
百
二
十
円

四
百
六
十
四
円

百
八
十
円

二
百
九
十
六
円

三
百
六
十
五
円

四
百
五
十
五
円

五
百
十
七
円

五
百
七
十
円

二
百
十
円

三
百
五
十
七
円

四
百
四
十
五
円

五
百
六
十
八
円

六
百
三
十
一
円

六
百
九
十
九
円

甲
地

五
年

十
年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

三
十
五
年

四
十
八
円

九
十
二
円

百
五
十
四
円

百
九
十
四
円

二
百
十
五
円

二
百
三
十
四
円

二
百
四
十
五
円

五
十
九
円

百
十
三
円

百
九
十
一
円

二
百
四
十
円

二
百
六
十
六
円

二
百
八
十
八
円

三
百
二
円

六
十
八
円

百
二
十
二
円

二
百
二
十
一
円

二
百
七
十
九
円

三
百
九
円

三
百
三
十
六
円

三
百
五
十
三
円

八
十
一
円

百
五
十
八
円

二
百
六
十
七
円

三
百
三
十
八
円

三
百
七
十
六
円

四
百
七
円

四
百
二
十
八
円

百
二
円

百
八
十
五
円

三
百
三
十
三
円

四
百
二
十
円

四
百
六
十
六
円

五
百
五
円

五
百
三
十
一
円

組
積
造
乙
地

五
年

十
年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

三
十
五
年

四
十
八
円

九
十
一
円

百
五
十
三
円

百
九
十
三
円

二
百
十
四
円

二
百
三
十
二
円

二
百
四
十
四
円

六
十
円

百
九
円

百
九
十
円

二
百
三
十
九
円

二
百
六
十
五
円

二
百
八
十
八
円

三
百
二
円

六
十
八
円

百
二
十
二
円

二
百
二
十
一
円

二
百
七
十
九
円

三
百
十
円

三
百
三
十
五
円

三
百
五
十
二
円

八
十
円

百
四
十
六
円

二
百
六
十
七
円

三
百
三
十
七
円

三
百
七
十
五
円

四
百
五
円

四
百
二
十
六
円

百
二
円

百
八
十
四
円

三
百
三
十
二
円

四
百
十
九
円

四
百
六
十
五
円

五
百
四
円

五
百
二
十
九
円

そ
の
他

の
地
域

五
年

十
年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

三
十
五
年

六
十
七
円

百
三
十
一
円

百
七
十
三
円

二
百
四
円

二
百
二
十
一
円

二
百
四
十
三
円

二
百
五
十
四
円

八
十
二
円

百
五
十
九
円

二
百
十
一
円

二
百
五
十
円

二
百
七
十
二
円

二
百
九
十
八
円

三
百
十
二
円

八
十
九
円

百
七
十
八
円

二
百
三
十
八
円

二
百
八
十
三
円

三
百
十
円

三
百
三
十
八
円

三
百
五
十
四
円

百
十
六
円

二
百
二
十
二
円

二
百
九
十
五
円

三
百
四
十
七
円

三
百
七
十
八
円

四
百
十
二
円

四
百
三
十
一
円

百
三
十
円

二
百
六
十
五
円

三
百
五
十
五
円

四
百
二
十
二
円

四
百
六
十
六
円

五
百
六
円

五
百
三
十
円

甲
地

五
年

十
年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

三
十
五
年

四
十
年

四
十
五
年

五
十
年

三
十
六
円

六
十
五
円

百
十
五
円

百
四
十
二
円

百
六
十
四
円

百
八
十
五
円

二
百
二
円

二
百
十
八
円

二
百
三
十
一
円

二
百
五
十
三
円

四
十
五
円

七
十
九
円

百
四
十
一
円

百
七
十
五
円

二
百
三
円

二
百
二
十
八
円

二
百
四
十
九
円

二
百
六
十
八
円

二
百
八
十
四
円

三
百
十
二
円

五
十
一
円

九
十
一
円

百
六
十
四
円

二
百
二
円

二
百
三
十
五
円

二
百
六
十
四
円

二
百
九
十
円

三
百
十
三
円

三
百
三
十
二
円

三
百
六
十
円

六
十
一
円

百
九
円

百
九
十
八
円

二
百
四
十
五
円

二
百
八
十
五
円

三
百
二
十
円

三
百
五
十
一
円

三
百
七
十
九
円

四
百
二
円

四
百
三
十
六
円

七
十
七
円

百
三
十
八
円

二
百
四
十
八
円

三
百
五
円

三
百
五
十
五
円

三
百
九
十
八
円

四
百
三
十
六
円

四
百
七
十
一
円

四
百
九
十
九
円

五
百
四
十
一
円



( )

第
七
号
様
式
中

｢第
１
４
条
｣

を

｢第
１
５
条
｣

に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中

｢第
１
７
条
｣

を

｢第
１
８
条
｣

に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中

｢第
１
８
条
｣

を

｢第
１
９
条
｣

に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中

｢第
１
９
条
｣

を

｢第
２
０
条
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
号

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
八
十

二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
二
号
中｢

開
示
決
定
等｣

の
下
に｢

及
び
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為｣

を
加
え
、

｢

不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
こ
れ｣

を

｢

審
査
請
求
の
件
数
並
び
に
こ
れ
ら｣

に
改
め
、

｢

又
は
決

定｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、

平
成
二
十
九
年
度
以
降
に
行
う
公
表

(

同
条
第
一
項
の
公
表
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
つ
い
て

適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
に
行
う
公
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
一
号

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
一
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
一
号
ニ
中

｢

及
び
利
用
停
止
決
定
等｣

を

｢

、
利
用
停
止
決
定
等
並
び
に
開
示

請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
に
係
る
不
作
為｣

に
、

｢

不
服
申
立
て｣

を

｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、

｢

又
は
決
定｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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鉄
骨
鉄

筋
コ
ン

ク
リ
ー

ト
造
及

び
鉄
筋

コ
ン
ク

リ
ー
ト

造

乙
地

五
年

十
年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

三
十
五
年

四
十
年

四
十
五
年

五
十
年

三
十
六
円

六
十
五
円

百
十
五
円

百
四
十
二
円

百
六
十
四
円

百
八
十
五
円

二
百
二
円

二
百
十
七
円

二
百
三
十
一
円

二
百
五
十
三
円

四
十
五
円

八
十
円

百
四
十
二
円

百
七
十
五
円

二
百
三
円

二
百
二
十
八
円

二
百
四
十
九
円

二
百
六
十
九
円

二
百
八
十
五
円

三
百
九
円

五
十
一
円

九
十
一
円

百
六
十
四
円

二
百
三
円

二
百
三
十
六
円

二
百
六
十
五
円

二
百
九
十
円

三
百
十
三
円

三
百
三
十
二
円

三
百
六
十
円

六
十
円

百
八
円

百
九
十
八
円

二
百
四
十
四
円

二
百
八
十
四
円

三
百
十
九
円

三
百
五
十
円

三
百
七
十
九
円

四
百
二
円

四
百
三
十
五
円

七
十
六
円

百
三
十
七
円

二
百
四
十
七
円

三
百
五
円

三
百
五
十
四
円

三
百
九
十
七
円

四
百
三
十
六
円

四
百
七
十
円

四
百
九
十
九
円

五
百
四
十
一
円

そ
の
他

の
地
域

五
年

十
年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

三
十
五
年

四
十
年

四
十
五
年

五
十
年

四
十
八
円

九
十
五
円

百
三
十
二
円

百
六
十
一
円

百
八
十
三
円

二
百
二
円

二
百
十
五
円

二
百
二
十
六
円

二
百
三
十
二
円

二
百
六
十
四
円

五
十
七
円

百
十
五
円

百
六
十
円

百
九
十
六
円

二
百
二
十
四
円

二
百
四
十
六
円

二
百
六
十
二
円

二
百
七
十
五
円

二
百
八
十
四
円

三
百
二
十
四
円

六
十
一
円

百
二
十
七
円

百
七
十
九
円

二
百
十
九
円

二
百
五
十
一
円

二
百
七
十
七
円

二
百
九
十
六
円

三
百
十
四
円

三
百
三
十
三
円

三
百
六
十
七
円

八
十
三
円

百
六
十
二
円

二
百
二
十
四
円

二
百
七
十
二
円

三
百
九
円

三
百
三
十
九
円

三
百
六
十
二
円

三
百
八
十
一
円

四
百
二
円

四
百
四
十
六
円

八
十
八
円

百
八
十
八
円

二
百
六
十
六
円

三
百
二
十
八
円

三
百
七
十
五
円

四
百
十
二
円

四
百
四
十
二
円

四
百
七
十
一
円

四
百
九
十
九
円

五
百
四
十
八
円



( )

２

改
正
後
の
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年

度
以
降
に
行
う
公
表

(

同
条
第
一
項
の
公
表
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

二
十
八
年
度
に
行
う
公
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
二
号

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(
平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
五

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

若
し
く
は
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を

｢

、
第
十
八
条
第
一
項
及
び

第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中｢

又
は
第
十
八
条
第
三
項｣

を｢

、
第
十
八
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条
第
三
項｣

に
、

｢

又
は
条
例｣

を

｢

、
条
例｣

に
、

｢

特
定
設
備
を｣

を

｢

特
定
設
備
又
は
条
例
第
二
十
一
条
第
二

項
第
一
号
の
特
別
償
却
設
備
を｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
中

｢

第
二
十
条｣

の
下
に

｢

及
び
第
二
十
三
条｣

を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
中｢

及
び
条
例
第
二
十
条｣

を｢

並
び
に
条
例
第
二
十
条
及
び
第
二
十
三
条｣

に
、

｢

及
び
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号｣

を

｢

、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
第

二
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
三
号

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
の
呼
吸
器
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見
の
２
の
ア
か
ら
オ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

ア
激
し
い
運
動
を
し
た
時
だ
け
息
切
れ
が
あ
る
｡

イ
平
坦
な
道
を
早
足
で
歩
く
､
あ
る
い
は
緩
や
か
な
上
り
坂
を
歩
く
時
に
息
切
れ
が
あ
る
｡

ウ
息
切
れ
が
あ
る
の
で
､
同
年
代
の
人
よ
り
平
坦
な
道
を
歩
く
の
が
遅
い
､
あ
る
い
は
平
坦
な

道
を
自
分
の
ペ
ー
ス
で
歩
い
て
い
る
時
､
息
切
れ
の
た
め
に
立
ち
止
ま
る
こ
と
が
あ
る
｡

エ
平
坦
な
道
を
約
１
０
０
ｍ
､
あ
る
い
は
数
分
歩
く
と
息
切
れ
の
た
め
に
立
ち
止
ま
る
｡

オ
息
切
れ
が
ひ
ど
く
家
か
ら
出
ら
れ
な
い
､
あ
る
い
は
衣
服
の
着
替
え
を
す
る
時
に
も
息
切
れ

が
あ
る
｡

第
四
号
様
式
の
呼
吸
器
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見
の
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
換
気
機
能
(

年
月

日
)

ア
予
測
肺
活
量

[・

[
[L

(実
測
肺
活
量

[・

[
[L)

イ
１
秒
量

[・

[
[L

(実
測
努
力
肺
活
量

[・

[
[L)

ウ
予
測
肺
活
量
１
秒
率

[・

[
[％

(＝
イ―ア
×
100)

(ア
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
予
測
式
を
使
用
し
て
算
出
す
る
こ
と
｡
)

肺
活
量
予
測
式
(L)

男
性
0.045×

身
長
(㎝
)
－
0.023×

年
齢
(歳
)
－
2.258

女
性
0.032×

身
長
(㎝
)
－
0.018×

年
齢
(歳
)
－
1.178

(予
測
式
の
適
応
年
齢
は
男
性
18-91歳

､
女
性
18-95歳

で
あ
り
､
適
応
年
齢
範
囲
外
の
症
例

に
は
使
用
し
な
い
こ
と
｡
)

第
四
号
様
式
の
肝
臓
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見
の
１
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣
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合
計
点
数

点
点

(〇
で
囲
む
｡
)

合
計
点
数

５
～
６
点
・
７
～
９
点
・
１
０
点
以
上 点

５
～
６
点
・
７
～
９
点
・
１
０
点
以
上 点



( )
｢血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
値
､
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
時
間
又
は
血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値
の
有
無
｣

を

｢肝
性

脳
症
又
は
腹
水
の
項
目
を
含
む
３
項
目
以
上
に
お
け
る
２
点
以
上
の
有
無
｣

に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中

｢６
０
日
｣

を

｢３
月
｣

に
改
め
、

｢行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
３
７
年
法
律
第

１
６
０
号
)
に
よ
る
｣

を
削
り
、

｢異
議
申
立
て
｣

を

｢審
査
請
求
｣

に
、

｢決
定
｣

を

｢裁
決
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
以
後
の
診
断
に
係
る
医
師
の
診
断
書
及
び
意
見
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
診
断
に
係

る
医
師
の
診
断
書
及
び
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
規

則
第
百
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

第
三
条
第
一
項
第
二
十
号｣

を

｢

第
三
条
第
一
項
第
十
六
号｣

に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中

｢

附
則
第
五
項｣

を

｢

附
則
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中

｢３
０
日
｣

を

｢３
月
｣

に
改
め
、

｢行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
｣

を
削
り
、

｢異
議
申
立
て
｣

を

｢審
査
請
求
｣

に
、

｢決
定
が
｣

を

｢裁
決
が
｣

に
、

｢決
定
を
｣

を

｢裁
決

を
｣

に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中｢行

政
不
服
審
査
法
に
よ
る
｣

を
削
り
、｢異

議
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、

｢決
定
が
｣

を

｢裁
決
が
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
百
二
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中

｢

桟
橋
又
は｣

を
削
り
、

｢

ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
桟
橋

(

物
揚
場)

使
用
許
可
申

請
書｣

を

｢

ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
物
揚
場
使
用
許
可
申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中｢ヨ

ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
桟
橋
(物
揚
場
)
使
用
許
可
申
請
書
｣

を｢ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー

物
揚
場
使
用
許
可
申
請
書
｣

に
、

｢桟
橋
(物
揚
場
)
を
｣

を

｢物
揚
場
を
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
六
号

青
森
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
都
市
公
園
規
則

(
昭
和
五
十
三
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
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船
名

使
用
施
設
名

セ
ー
ル
番
号

船
名

セ
ー
ル
番
号



( )

改
正
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
翌
年
度
以
降
の
年
度
分
の
使
用
料
の
納
入
方
法)

第
十
条

条
例
第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
翌
年
度
以
降
の
年
度
分
の
使
用
料
は
、
毎

年
度
、
当
該
年
度
分
を
当
該
年
度
の
四
月
三
十
日
ま
で
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中

｢中
学
校
生
徒
｣

の
次
に

｢､
義
務
教
育
学
校
前
期
課
程
児
童
､
義
務
教
育
学
校

後
期
課
程
生
徒
｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
七
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二
野
木
和
団
地
の
項
中

｢

千
九
百
円｣

を

｢

千
八
百
円｣

に
、

｢

千
八
百
円｣

を

｢

千
七

百
円｣

に
改
め
、
同
表
幸
畑
団
地
の
項
中｢

二
千
円｣

を｢

千
八
百
円｣

に
、｢

、
八
百
円｣

を｢

、

七
百
円｣

に
、

｢

千
九
百
円｣

を

｢

千
八
百
円｣

に
、

｢

千
八
百
円｣

を

｢

千
七
百
円｣
に
、

｢
千

七
百
円｣

を｢

千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
表
桜
川
団
地
の
項
中｢

二
千
八
百
円｣

を｢

二
千
六
百
円｣

に
、

｢

二
千
三
百
円｣

を

｢

二
千
百
円｣

に
、

｢

二
千
二
百
円｣

を

｢

二
千
円｣

に
改
め
、
同
表
小

柳
団
地
の
項
中｢

二
千
七
百
円｣

及
び｢

二
千
六
百
円｣

を｢

二
千
四
百
円｣

に
、｢

二
千
九
百
円｣

｢
｢

を

｢

二
千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
表
平
和
台
団
地
の
項
中

を

｣

に
改
め
、
同
表
浜
館
団
地
の
項
中｢

二
千
七
百
円｣

を｢

二
千
四
百
円｣

に
、

｣

｢

二
千
五
百
円｣

を

｢

二
千
三
百
円｣

に
、

｢

二
千
四
百
円｣

を

｢

二
千
二
百
円｣

に
改
め
、
同
表

南
桜
川
団
地
の
項
中

｢

二
千
百
円｣

を

｢

千
九
百
円｣

に
改
め
、
同
表
戸
山
団
地
の
項
中

｢

千
九
百

｢

円｣

を

｢

千
八
百
円｣

に
、

｢

千
八
百
円｣

を

｢

千
七
百
円｣

に
、

｣

｢

を

に
改
め
、
同
表
ベ
イ
サ
イ
ド
柳
川
の
項
中

｢

二
千
五
百
円｣

を

｣

｢
｢

｢

二
千
三
百
円｣

に
、

を

に
改
め
、

｣
｣

同
表
城
西
団
地
の
項
中

｢

二
千
二
百
円｣

を

｢

二
千
百
円｣

に
改
め
、

同
表
小
沢
団
地
の
項
中

｢

千
七
百
円｣

を

｢

千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
表
小
沢
第
二
団
地
の
項
中

｢

千
六
百
円｣

を

｢

千
五

百
円｣

に
改
め
、
同
表
浜
の
町
団
地
の
項
中

｢

千
七
百
円｣

を

｢

千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
表
宮
園

団
地
の
項
中

｢

二
千
二
百
円｣

を

｢

二
千
百
円｣

に
改
め
、
同
表
宮
園
第
二
団
地
の
項
中

｢

二
千
三

百
円｣

を

｢

二
千
二
百
円｣

に
改
め
、
同
表
宮
園
第
三
団
地
の
項
中

｢

二
千
二
百
円｣

を

｢

二
千
百

円｣

に
改
め
、
同
表
旭
ケ
丘
団
地
の
項
中

｢

二
千
二
百
円｣

を

｢

二
千
百
円｣

に
、

｢

二
千
百
円｣

を

｢

二
千
円｣

に
改
め
、
同
表
多
賀
台
団
地
の
項
中

｢

千
七
百
円｣

を

｢

千
六
百
円｣

に
改
め
、
同

｢
｢

表
是
川
団
地
の
項
中

を

に
改
め
、

｣
｣

同
表
河
原
木
団
地
の
項
中

｢

二
千
三
百
円｣

を

｢

二
千
二
百
円｣

に
、

｢

二
千
四
百
円｣

を

｢

二
千

三
百
円｣

に
改
め
、
同
表
岬
台
団
地
の
項
中

｢

千
七
百
円｣

を

｢

千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
表
白
山

台
団
地
の
項
中

｢

二
千
百
円｣

を

｢

二
千
円｣

に
改
め
、
同
表
ち
と
せ
団
地
の
項
及
び
新
宮
団
地
の

項
中

｢
千
五
百
円｣

を

｢

千
四
百
円｣

に
改
め
、
同
表
金
谷
団
地
の
項
中

｢

千
四
百
円｣

を

｢

千
三

百
円｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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千
七
百
円

千
七
百
円

千
六
百
円

千
七
百
円

二
千
円

二
千
円

二
千
円

千
九
百
円
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( )

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
八
号

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則

(

平
成
九
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
幸
畑
団
地
の
項
中

｢
二
千
円｣

を

｢

千
八
百
円｣

に
、

｢

八
百
円｣

を

｢

七
百
円｣

に

改
め
、
同
表
南
桜
川
団
地
の
項
中

｢
二
千
百
円｣

を

｢

千
九
百
円｣

に
改
め
、
同
表
小
沢
団
地
の
項

中

｢

千
七
百
円｣

を

｢

千
六
百
円｣
に
改
め
、
同
表
新
宮
団
地
の
項
中

｢

千
五
百
円｣

を

｢

千
四
百

円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
服
務
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を

｢
(

営
利
企
業
へ
の
従
事
等
許
可
の
願
出)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

営

利
企
業
等
の
従
事
許
可
を｣

を

｢

営
利
企
業
へ
の
従
事
等
に
係
る
許
可
を｣

に
、

｢

営
利
企
業
等
の

従
事
許
可
願｣

を

｢

営
利
企
業
へ
の
従
事
等
許
可
願｣

に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中

｢営
利
企
業
等
の
従
事
許
可
願
｣

を

｢営
利
企
業
へ
の
従
事
等
許
可
願
｣

に
、

｢に
従
事
す
る
こ
と
｣

を

｢へ
の
従
事
等
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

｢

五
、
八
九
〇
円｣

を

｢

六
、
〇
四
〇
円｣

に
、

｢

五
、
八
三
〇
円｣

を

｢

五
、
九
八
〇

円｣

に
、

｢

六
、
一
一
〇
円｣

を

｢

六
、
二
五
〇
円｣

に
、

｢

五
、
七
六
〇
円｣

を

｢

五
、
八
四
〇

円｣

に
、

｢

二
、
三
六
〇
円｣

を

｢

二
、
二
九
〇
円｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発

す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

平
成
十
五
年
八
月
八
日
青
森
県
告
示
第
五
百
十
三
号

(

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
の
食
堂
施
設
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( )

及
び
売
店
施
設
の
使
用
料
の
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

四
十
万
二
千
四
百
円｣

を

｢

百
十
九
万
四
百
円｣

に
改
め
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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